
第 ２  屋 内 消 火 栓 設 備 の 設 置 等 に 関 す る 指 導 基 準  

 

１  趣 旨  

こ の 基 準 は 、屋 内 消 火 栓 設 備 の 設 置 及 び 維 持 に 関 し 、令 、規 則 及

び 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

２  水 源  

屋 内 消 火 栓 の 水 源 は 、 次 に よ る も の と す る 。  

（ １ ）水 源 は 、消 防 用 設 備 等 専 用 と し 、常 時 必 要 水 量 を 確 保 す る こ と 。  

（ ２ ）水 源（ 自 然 水 利 を 除 く 。）に は 、減 水 し た 場 合 、自 動 的 に 補 水  

で き る 措 置 を 講 ず る こ と 。  

（ ３ ） 水 源 の 有 効 水 量 の 算 定 は 、 次 に よ る こ と 。  

ア  地 上 式 の 水 槽 に あ っ て は 、給 水 可 能 な 最 高 水 位 か ら 吸 水 管 上

部 に 当 該 配 管 の 直 径 １ ．６ ５ Ｄ 以 上 の 高 さ を 除 い た 水 位 ま で の

水 量 と す る こ と【 図 １ 】。た だ し 、加 圧 送 水 装 置 を 最 高 水 位 よ

り 上 部 に 設 置 す る 場 合 は 、 次 イ に よ る も の と す る こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  地 下 式 の 水 槽 の 場 合 に あ っ て は 、吸 水 管 の 直 径 を Ｄ と し た と

き 、フ ー ト 弁 の 弁 シ ー ト 面 よ り １ ．６ ５ Ｄ 上 部 又 は 連 通 管 の 下

部 の 位 置 の う ち 、い ず れ か 高 い 位 置 か ら 給 水 可 能 な 最 高 水 位 ま

で の 水 量 と す る こ と 【 図 ２ 、 図 ３ 】 。  

  （ サ ク シ ョ ン ピ ッ ト の あ る 場 合 ） 【 図 ２ 】  

 

１ ． ６ ５  

 以 上  

【 図 １ 】  

【 図 ２ 】  



  （ サ ク シ ョ ン ピ ッ ト の 無 い 場 合 ） 【 図 ３ 】  

 

 

（ ４ ）水 中 ポ ン プ を 加 圧 送 水 装 置 と し て 用 い る 場 合 は 、当 該 ポ ン プ に

よ り 吸 水 可 能 な 水 位 を 下 部 水 位 と し て 有 効 水 量 を 算 定 す る 。  

（ ５ ）他 の 消 防 用 設 備 等 と 水 源 を 兼 用 す る 場 合 は 、そ れ ぞ れ の 放 水 量

又 は 放 射 量 の 合 算 値 以 上 の 水 量 を 保 有 す る も の と す る 。な お 、消

防 用 水 と の 兼 用 は で き な い も の と す る 。  

（ ６ ） 有 効 な 水 源 の 深 さ は 、 １ ｍ 以 上 と す る も の と す る 。  

（ ７ ）水 槽 の 大 き さ は 、算 定 し た 水 量 の １ ．５ 倍 以 上 の 大 き さ と す る 。

た だ し 、 有 効 水 量 が 確 認 で き る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ ８ ）２ 以 上 の 水 槽 に 連 通 管 を 通 し て 使 用 す る 場 合 は 、次 の 式 に よ り

算 出 し た 数 値 以 上 の 管 内 断 面 積（ 連 通 管 を ２ 以 上 設 置 す る も の は 、

そ の 合 計 値 と す る 。）を 有 す る 連 通 管 と す る も の と す る【 図 ４ 】。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ９ ）水 槽 に は 、１ ０ ０ Ａ 以 上 の 外 気 通 気 管（ 水 槽 と 外 気 と の 間 に 設

け る も の ）を 水 槽 ご と に １ 以 上 設 け る こ と 。た だ し 、（ ８ ）の 構

造 の も の で 、連 通 管 の 管 内 断 面 積 の １ ０ 分 の １ 以 上 と し た 槽 間 通

気 管（ 水 槽 と 水 槽 の 間 の 水 面 上 部 に 設 け る も の ）を 設 け た 場 合 に

あ っ て は 、 い ず れ か の 水 槽 に １ 以 上 と す る こ と が で き る 。   

【 図 ３ 】  

【 図 ４ 】  



（ 1 0）消 防 用 設 備 等 以 外 の も の と 水 源 を 兼 用 す る 場 合 は 、ア 又 は イ に

よ り 有 効 水 量 を 算 定 し 、消 防 用 設 備 等 に 必 要 な 水 量 を 確 保 す る も

の と す る 。  

ア  消 防 用 設 備 等 以 外 の 用 に 供 す る 水 量 が 電 気 的 に 自 動 制 御 さ

れ る 場 合 は 、当 該 制 御 さ れ る ま で の 水 量 を 有 効 水 量 と す る こ と

【 図 ５ 】 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ   加 圧 送 水 装 置 に ポ ン プ を 用 い る 場 合 は 、消 防 用 設 備 等 の フ ー

ト 弁 の 上 部 に 他 の 設 備 の フ ー ト 弁 を 設 置 し 【 図 ６ 】、高 架 水 槽

を 用 い る 場 合 に あ っ て は 、消 防 用 設 備 等 の 吐 水 管 の 上 部 に 他 の

設 備 の 吐 水 管 を 設 置 し 【 図 ７ 】、そ の 間 の 水 量 を 有 効 水 量 と す

る こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 1 1） 水 槽 は 、 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 、 ス テ ン レ ス 鋼 板 製 等 耐 食 性 及 び  

耐 熱 性 の あ る も の と す る こ と 。 た だ し 、 次 の い ず れ か に 掲 げ る

場 所 に 設 け る 場 合 は 、 合 成 樹 脂 製 の も の と す る こ と が で き る 。  

  ア  不 燃 材 料 で 造 ら れ た 壁 、柱 、床 及 び 天 井（ 天 井 の な い 場 合 に

あ っ て は 、 屋 根 ）で 区 画 し 、 か つ 、 開 口 部 に 防 火 戸 （ 出 入 り 口

は 、 常 時 閉 鎖 式 と す る こ と 。 ） を 設 け た 専 用 の 室（ 以 下 「 不 燃

専 用 室 」 と い う 。 ）   

【 図 ５ 】  

【 図 ６ 】  【 図 ７ 】  



イ  屋 外 又 は 特 定 主 要 構 造 部 を 耐 火 構 造 と し た 建 築 物 の 屋 上 で 、 

不 燃 材 料 で 区 画 し た 場 所   

ウ  屋 外 又 は 特 定 主 要 構 造 部 を 耐 火 構 造 と し た 建 築 物 の 屋 上 で 、 

当 該 建 築 物 の 外 壁 及 び 屋 上 に 設 け ら れ た 工 作 物（ 以 下「 建 築 物  

等 」 と い う 。 ） か ら ３ ｍ 以 上 の 距 離 を 有 す る 場 所 、 又 は 水 槽  

か ら ３ ｍ 未 満 の 範 囲 の 建 築 物 等 の 部 分 が 不 燃 材 料 で 造 ら れ 、か  

つ 、当 該 範 囲 の 建 築 物 等 の 開 口 部 に 防 火 戸 が 設 け ら れ て い る 場  

所  な お 、 不 燃 材 料 で 造 ら れ た 塀 （ 水 槽 の 高 さ 以 上 の も の ） に  

面 す る 場 合 は こ の 限 り で は な い 。   

  エ  そ の 他 、 火 災 に よ る 被 害 を 受 け る お そ れ が な い よ う 、 特 に  

有 効 な 措 置 を 講 じ た 場 所   

（ 1 2）満 水 時 及 び 水 槽 の 貯 水 量 が ２ 分 の １ に 減 ず る ま で に 警 報 を 発 す  

る も の で あ る こ と 。こ の 場 合 に お い て 、常 時 人 の い る 場 所 に も 音  

響 に よ り 警 報 を 発 す る も の と す る 。  

３   加 圧 送 水 装 置 等  

屋 内 消 火 栓 設 備 の ポ ン プ 、電 動 機 と 制 御 盤 、呼 水 装 置 、水 温 上 昇

防 止 用 逃 し 装 置 、ポ ン プ 性 能 試 験 装 置 、起 動 用 水 圧 開 閉 装 置 、フ ー

ト 弁 そ の 他 必 要 な 機 器（ 以 下「 加 圧 送 水 装 置 等 」と い う 。）は 、「 加

圧 送 水 装 置 の 基 準 」（ 平 成 ９ 年 告 示 第 ８ 号 ）に 適 合 す る も の（ 以 下

「 告 示 第 ８ 号 」と い う 。）又 は（ 財 ）日 本 消 防 設 備 安 全 セ ン タ ー の

認 定 品（ 以 下「 認 定 品 」と い う 。）を 用 い る も の と す る ほ か 、次 の

と お り と す る 。  

（ １ ）加 圧 送 水 装 置 等 は 、凍 結 の お そ れ の な い と こ ろ（ 防 護 措 置 を 講

じ た も の を 含 む 。）に 設 置 す る ほ か 、次 に 掲 げ る 場 所 と す る こ と 。  

ア  不 燃 材 料（ ガ ラ ス に あ っ て は 網 入 ガ ラ ス に 限 る 。以 下 同 じ 。）

で 区 画 し 、開 口 部 に は 防 火 戸 を 設 け た 加 圧 送 水 装 置 等 の 専 用 室  

（ 出 入 り 口 は 、 常 時 閉 鎖 式 と す る こ と 。 ） な お 、 専 用 室 に は 、

飲 料 、雑 排 水 等 に 用 い る 加 圧 送 水 装 置 等（ 火 災 の 発 生 の 恐 れ の

な い 装 置 等 ） を 併 置 す る こ と が で き る 。  

イ  ２ （ １ １ ） イ 又 は エ に 掲 げ る 場 所  

（ ２ ） 加 圧 送 水 装 置 等 は 、 赤 色 塗 装 を 施 す こ と 。 た だ し 、 制 御 盤 に  

  あ っ て は こ の 限 り で な い 。  

（ ３ ）加 圧 送 水 装 置 等 の 設 置 場 所 は 、当 該 機 器 の 点 検 が で き る ス ペ ー

ス 、 照 明 、 非 常 用 照 明 装 置 、 排 水 等 を 確 保 す る こ と 。  

（ ４ ）ポ ン プ 性 能 試 験 装 置 の 二 次 側 配 管 は 、水 槽 に 還 流 す る 等 有 効 に  

排 水 で き る も の と す る こ と 。  

（ ５ ）加 圧 送 水 装 置 は 、屋 内 消 火 栓 設 備 専 用 と す る 。た だ し 、同 一 防  

火 対 象 物 の 他 の 消 防 用 設 備 等 に 必 要 な 規 定 吐 出 量 を 当 該 設 備 の

規 定 吐 出 量 に 加 算 し た 吐 出 量 以 上 と す る 場 合 に は 、他 の 消 防 用 設

備 等 の 加 圧 送 水 装 置 と 兼 用 す る こ と が で き る も の と す る 。  



（ ６ ） 地 上 式 の 加 圧 送 水 装 置 に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。  

ア  加 圧 送 水 装 置 は 、 堅 固 で 水 平 な 床 面 等 に 取 り 付 け る こ と 。  

イ  可 撓 管 継 手 は 、認 定 品 と す る こ と 。な お 、消 火 水 槽 と 加 圧 送  

水 装 置 の 接 続 部 に 設 け る 可 撓 管 継 手 も 認 定 品 と す る こ と 。  

ウ  ポ ン プ 周 辺 の 配 管 は 、支 え 金 具 又 は サ ポ ー ト で 堅 固 に 固 定 す  

る こ と 。  

（ ７ ）加 圧 送 水 装 置 に 水 中 ポ ン プ を 用 い る 場 合 は 、次 の と お り と す る 。 

ア  地 上 部 に は 、点 検 用 ス ペ ー ス を 確 保 す る と と も に ポ ン プ の 整  

備 又 は 点 検 の た め の 引 揚 げ 措 置 を 講 ず る こ と 。  

イ  水 中 ポ ン プ は 、 点 検 の た め 、 ふ た の 真 下 に 設 置 す る こ と 。  

ウ  水 中 ポ ン プ は 、 【 図 ８ 】 に 準 じ 設 け る こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ  水 中 ポ ン プ の 吐 出 側 配 管 に は 、逆 止 弁 、仕 切 弁 及 び 連 成 計 を  

設 置 し 、か つ 、当 該 ポ ン プ 吐 出 口 か ら 逆 止 弁 に 至 る 配 管 の 最 頂  

部 に は 、 自 動 空 気 抜 き 弁 を 設 置 す る こ と 。  

オ  水 槽 内 の ポ ン プ 駆 動 用 電 動 機 の 配 線 は 、耐 食 性 、耐 水 性 及 び  

絶 縁 性 の 十 分 あ る も の と す る こ と 。  

（ ８ ） 呼 水 装 置 は 、 次 の と お り と す る 。  

ア  呼 水 装 置 は 加 圧 送 水 装 置 の 一 部 と し て 認 定 さ れ た も の 又 は  

告 示 第 ８ 号 に 適 合 す る と 認 め ら れ る も の と す る こ と 。  

イ  呼 水 槽 の 減 水 警 報 装 置 は 、 フ ロ ー ト ス イ ッ チ 又 は 電 極 と し 、 

呼 水 槽 の 貯 水 量 が ２ 分 の １ に 減 水 す る ま で に 警 報 を 発 す る も

の で あ る こ と 。 こ の 場 合 に お い て 、 常 時 人 の い る 場 所 に も 音

響 に よ り 警 報 を 発 す る も の と す る 。  

【 図 ８ 】  



４  配 管 等  

（ １ ）屋 内 消 火 栓 設 備 の 配 管 は 、当 該 設 備 専 用 の も の と す る 。た だ し 、

３（ ５ ）の た だ し 書 き に よ り 加 圧 送 水 装 置 を 兼 用 す る 場 合 に つ い

て は 、 配 管 も 兼 用 す る こ と が で き る 。  

（ ２ ）配 管 は 、高 架 水 槽 又 は 補 助 高 架 水 槽（ 以 下「 高 架 水 槽 等 」と い  

う 。）に 連 結 す る か 、起 動 用 圧 力 タ ン ク 又 は 補 助 加 圧 装 置 に よ り

常 時 充 水 す る も の と す る ほ か 、 次 の と お り と す る 。  

ア  高 架 水 槽 等 の 吐 出 部 直 近 に は 、仕 切 弁 、逆 止 弁 及 び 可 撓 管 継  

手 を 設 置 す る こ と 。な お 、補 助 高 架 水 槽 が 専 用 の 場 合 、逆 止 弁

の メ ン テ ナ ン ス 等 の た め に 設 置 す る 弁 類 の 取 付 け 順 序 は 、設 備

の 機 能 維 持 を 優 先 し て 、水 槽 → フ レ キ シ ブ ル 管 → 逆 止 弁 → 仕 切

弁 と す る こ と 。  

イ  高 架 水 槽 等 へ 連 結 す る 配 管 径 は 、立 上 り 管 径 の ２ 分 の １ 以 上  

と す る こ と 。  

ウ  専 用 の 高 架 水 槽 等 を 設 け る 場 合 は 、０ ．２ ㎥ 以 上 と し 、常 時  

補 水 で き る も の で あ る こ と 。た だ し 、複 数 の 消 火 設 備 等 を 設 け  

る 場 合 に あ っ て も 水 量 の 加 算 は 要 し な い も の と す る 。  

（ ３ ） 配 管 充 水 用 の 補 助 加 圧 装 置 は 、 次 に よ る こ と 。  

ア  補 助 加 圧 装 置 は 、他 の 消 防 用 設 備 等 と 兼 用 又 は 併 用 し な い も  

の で あ る こ と 。  

イ  次 の 専 用 の 補 助 加 圧 装 置 を 設 け る こ と 。  

（ ア ）補 助 加 圧 装 置 の 水 源 は 、呼 水 槽 と 兼 用 し な い も の で 、か つ 、

自 動 給 水 装 置 を 設 け て あ る こ と 。  

（ イ ）補 助 加 圧 装 置 配 管 と 主 管 の 接 続 は 、屋 内 消 火 栓 設 備 用 ポ ン

プ 直 近 の 止 水 弁 の 二 次 側 配 管 と し 、当 該 接 続 配 管 に 止 水 弁 及

び 逆 止 弁 を 設 け る こ と 。  

（ ウ ）補 助 加 圧 装 置 が 作 動 中 に 屋 内 消 火 栓 設 備 を 使 用 し た 場 合 に

お い て 、 屋 内 消 火 栓 の 放 水 に 支 障 が な い こ と 。  

（ エ ）補 助 加 圧 装 置 の 吐 出 量 は 、必 要 最 低 限 の 容 量 と し 、概 ね ２

０ Ｌ ／ ｍ ｉ ｎ 以 下 と す る こ と 。  

（ オ ）補 助 加 圧 装 置 の 起 動・停 止 圧 力 の 設 定 は 、補 助 加 圧 装 置 の  

配 管 内 の 設 定 圧 力 が 次 の ａ 又 は ｂ の 時 に 確 実 に 起 動 し 、 停 止  

圧 力 に 達 し た 時 に 確 実 に 自 動 停 止 す る も の で あ る こ と 。  

ａ  充 水 を 目 的 と す る 場 合 は 、最 も 高 い 位 置 に あ る 屋 内 消 火  

栓 開 閉 弁 か ら 屋 内 消 火 栓 設 備 用 ポ ン プ ま で の 落 差 圧 ま で  

減 少 し た 時（ 配 管 内 を 確 実 に 充 水 で き る よ う に す る こ と を  

考 え れ ば 、 落 差 圧 +α 程 度 の 圧 力 ま で 減 少 し た 時 と し た ほ  

う が 望 ま し い 。 ）  

ｂ  配 管 内 の 圧 力 低 下 を 検 知 す る こ と に よ り 、屋 内 消 火 栓 設  

備 用 ポ ン プ を 自 動 的 に 起 動 さ せ る 方 式 と す る 場 合 は 、ポ ン  



プ の 起 動 圧 よ り ０ ．０ ５ Ｍ Ｐ ａ 以 上 高 い 値 ま で に 減 少 し た  

時 。  

（ カ ）補 助 加 圧 装 置 の 締 切 圧 力 が 屋 内 消 火 栓 設 備 用 ポ ン プ の 締 切

楊 程 よ り 大 き い 場 合 は 、 安 全 弁 等 に よ り 圧 力 上 昇 を 制 限 で き

る も の と し 、 屋 内 消 火 栓 設 備 に 支 障 を 及 ぼ さ な い こ と 。  

（ ４ ）屋 外 配 管 等 直 接 外 気 に 接 す る 部 分 に 設 け る 配 管 は 、凍 結 防 止 の  

措 置 を 講 ず る も の と す る 。  

（ ５ ）地 中 埋 設 す る 配 管 は 、次 の 方 法 に よ り 有 効 な 防 食 措 置 を 講 ず る

も の と す る 。  

ア  配 管 が 目 視 で き る Ｕ 字 溝 、配 管 ピ ッ ト 等 に よ り 布 設 す る 方 法  

イ  防 食 被 覆 （ ア ス フ ァ ル ト テ ー プ 等 ） を 施 す 方 法  

ウ  外 面 被 覆 鋼 管 又 は 合 成 樹 脂 管（ 認 定 品 又 は「 合 成 樹 脂 製 の 管  

及 び 管 継 手 の 基 準 」（ 平 成 １ ３ 年 告 示 第 １ ９ 号 ）に 適 合 す る と

認 め ら れ る も の に 限 る 。 ） を 用 い る 方 法  

エ  そ の 他 ア 又 は イ と 同 等 以 上 の 防 食 措 置  

（ ６ ）配 管 に は 、排 水 弁 を 設 け 管 内 の 排 水 が で き る よ う に す る も の と  

す る 。た だ し 、消 火 栓 開 閉 弁 等 か ら 有 効 に 排 水 で き る も の に あ っ  

て は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ ７ ）配 管 、管 継 手 及 び バ ル ブ 類 の 材 質 は 、規 則 第 １ ２ 条 第 １ 項 第 ６  

号 ニ 、 ホ 及 び ト に よ る こ と 。  

（ ８ ） 配 管 に は 、 空 気 だ ま り を 生 じ な い 措 置 を 講 ず る も の と す る 。  

（ ９ ） 配 管 は 、 専 用 支 持 金 具 に て 堅 固 に 固 定 す る も の と す る 。  

（ 1 0）建 築 物 の 接 続 部 等 で 、地 震 動 に よ り 曲 げ 又 は せ ん 断 力 を 生 ず る

お そ れ の あ る 部 分 に は 、 配 管 を 布 設 し な い も の と す る 。 た だ し 、

可 撓 管 継 手 等 に よ り 配 管 の 破 損 を 防 護 す る 措 置 を 講 じ た 場 合 は 、

こ れ ら の 部 分 を 貫 通 す る こ と が で き る も の と す る 。  

（ 1 1） フ ー ト 弁 は 、 ろ 過 装 置 を 有 す る も の と す る こ と 。 こ の 場 合 に  

お い て 、 耐 食 性 の あ る ス テ ン レ ス ワ イ ヤ 等 で 接 続 し 、 手 動 に よ  

り 容 易 に 点 検 で き る 構 造 と す る 。  

（ 1 2） 屋 上 又 は 最 遠 部 に は 、 試 験 用 テ ス ト 弁 を 設 置 す る も の と す る 。

た だ し 、最 上 階 の 消 火 栓 に よ り 放 水 試 験 が で き る 場 合 は 、こ の 限

り で な い 。  

（ 1 3）補 助 ポ ン プ（ 主 ポ ン プ の 補 助 用 と し て 設 置 す る ポ ン プ を い う 。）

を 設 置 す る 場 合 は 、主 配 管 と 当 該 ポ ン プ の 配 管 は 可 撓 管 継 手 で 接

続 す る も の と す る 。こ の 場 合 に お い て 、屋 内 消 火 栓 設 備 の 機 能 に

支 障 を 及 ぼ さ な い よ う 仕 切 弁 、 逆 止 弁 を 設 置 す る も の と す る 。  

（ 1 4）配 管 工 事 が 完 了 し た と き は 、主 配 管 に 屋 内 消 火 栓 設 備 に 使 用 す

る 最 高 吐 出 圧 力 の １ ．１ 倍 の 空 気 若 し く は ガ ス 圧 又 は １ ．５ 倍 の

水 圧 を ３ 分 間 以 上 加 え る も の と す る 。こ の 場 合 に お い て 、接 続 部

等 か ら 漏 洩 、 漏 水 、 破 損 等 を 生 じ な い も の と す る こ と 。  



（ 1 5）配 管 に 設 け る 仕 切 弁 に は 、開 閉 方 向 、常 時 開 又 は 常 時 閉 の 表 示

を し 、逆 止 弁 に あ っ て は 、そ の 流 水 方 向 を 見 や す い 位 置 に 表 示 す

る も の と す る 。  

（ 1 6）加 圧 送 水 装 置 の 吐 出 側 直 近 部 分 の 配 管 に は 、そ の 表 面 の 見 や す

い 箇 所 に 屋 内 消 火 栓 設 備 用 で あ る 旨 を 表 示 す る も の と す る 。  

５  放 水 圧 力 が ０ ． ７ Ｍ Ｐ ａ を 越 え な い た め の 措 置    

（ １ ） ノ ズ ル の 先 端 に お け る 放 水 圧 力 が ０ ． ７ Ｍ Ｐ ａ を 越 え な い た  

め の 措 置 は 、 次 に よ る も の と す る 。  

ア  高 架 水 槽 を 用 い る 方 法 は 、 【 図 ９ 】 に よ る こ と 。  

イ  高 層 階 用 ポ ン プ と 低 層 階 用 ポ ン プ を 設 置 す る 方 式 は 、【 図 １

０ 】 に よ る こ と 。  

ウ  中 間 ポ ン プ を 設 置 す る 場 合 は 、【 図 １ １ 】（ Ａ 又 は Ｂ ）に よ

る こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ  そ の 他 こ れ ら と 同 等 の 減 圧 性 能 を 有 す る 方 式 は 、次 の と お り

と す る 。  

（ ア ）  消 火 栓 開 閉 弁 に 減 圧 機 構 付 の 認 定 品 又 は「 屋 内 消 火 栓 設 備  

の 屋 内 消 火 栓 等 の 基 準 」（ 平 成 ２ ５ 年 告 示 第 ２ 号 。以 下「 告

示 第 ２ 号 」と い う 。）に 適 合 す る と 認 め ら れ る も の を 使 用 す

る こ と 。  

（ イ ） 減 圧 弁 又 は オ リ フ ィ ス （ 以 下 「 減 圧 弁 等 」 と い う 。 ） を 、

次 に 掲 げ る 基 準 に よ り 使 用 す る 方 式  

ａ  減 圧 弁 等 は 、 減 圧 措 置 の た め の 専 用 と す る こ と 。  

ｂ  減 圧 弁 等 は 、 水 圧 に よ り 自 動 的 に 流 過 口 径 が 変 化 し 、 圧

力 制 御 を 行 う 方 式 の も の と す る こ と 。  

ｃ  減 圧 弁 等 の 接 続 口 径 は 、取 付 け 部 分 の 管 口 径 と 同 等 以 上

の も の で あ る こ と 。  

【 図 ９ 】  【 図 １ ０ 】  【 図 １ １ 】  



ｄ  設 置 位 置 は 、 枝 管 ご と に 開 閉 弁 等 の 直 近 と し 、 点 検 に 便

利 な 位 置 と す る こ と 。  

ｅ  減 圧 弁 等 に は 、そ の 直 近 の 見 や す い 箇 所 に 屋 内 消 火 栓 設

備 の 減 圧 弁 等 で あ る 旨 を 表 示 し た 標 識 を 設 け る こ と 。  

ｆ  減 圧 弁 等 を 使 用 す る 場 合 は 、着 工 届 出 書 に 当 該 弁 等 の 仕  

様 書 、 性 能 書 、 構 造 図 等 を 添 付 す る こ と 。  

６  起 動 装 置   

（ １ ） 屋 内 消 火 栓 設 備 の 起 動 装 置 は 、 次 に よ る も の と す る 。  

ア  １ 号 消 火 栓 の 起 動 装 置 は 、 遠 隔 操 作 （ 次 号 に よ る も の を 含

む 。）及 び 直 接 操 作 と し 、遠 隔 操 作 部 は 屋 内 消 火 栓 箱 に 組 み 込

み 又 は そ の 直 近 に 設 け る こ と 。  

イ  起 動 装 置 と し て 起 動 用 水 圧 開 閉 装 置 を 用 い る 場 合 は 、屋 内 消

火 栓 開 閉 弁 を 解 放 す る こ と に よ り 起 動 し 、停 止 は 直 接 操 作 に よ

る も の と す る こ と 。  

ウ  起 動 用 水 圧 開 閉 装 置 は 、加 圧 送 水 装 置 の 一 部 と し て 認 定 さ れ  

た も の 又 は 告 示 第 ８ 号 に 適 合 す る と 認 め ら れ る も の の ほ か 、次   

の と お り と す る 。  

（ ア ） 設 置 場 所 は 、 ３ （ １ ） に 準 ず る も の と す る こ と 。  

（ イ ）起 動 用 圧 力 タ ン ク の 起 動 設 定 圧 力 は 、ノ ズ ル 先 端 の 放 水 圧  

力 が 最 も 低 く な る 部 分 に お い て 、当 該 放 水 圧 力 が １ 号 消 火 栓 、

易 操 作 性 １ 号 消 火 栓 及 び 広 範 囲 型 ２ 号 消 火 栓 に つ い て は ０ ．

１ ７ Ｍ Ｐ ａ 以 下 、 ２ 号 消 火 栓 に つ い て は ０ ． ２ ５ Ｍ Ｐ ａ 以 下

と な る 前 に 起 動 す る 値 と す る こ と 。  

（ ウ ） 取 付 方 法 は 、 【 図 １ ２ 】 に 準 ず る も の と す る こ と 。  

 

        

      

エ  押 ボ タ ン 式 等 の 遠 隔 操 作 部 に は 、保 護 カ バ ー を 取 り 付 け る こ

【 図 １ ２ 】  



と 。た だ し 、消 火 栓 箱 内 に 設 け ら れ た も の は 、こ の 限 り で な い 。  

オ  ポ ン プ が 起 動 し た 旨 を 遠 隔 操 作 部 で 表 示（ 灯 火 又 は 灯 火 の 点

滅 等 ） す る と と も に 防 災 セ ン タ ー 等 へ 移 報 す る こ と 。  

カ  雨 水 等 の 侵 入 す る お そ れ の あ る 場 所 に 設 置 す る も の は 、有 効

な 防 護 措 置 を 講 ず る こ と 。  

キ  自 動 火 災 報 知 設 備 の 発 信 機 を 遠 隔 操 作 部 と 兼 用 す る 場 合 は 、

発 信 機 に 「 消 火 栓 連 動 」 で あ る 旨 の 表 示 を す る こ と 。  

７  屋 内 消 火 栓 箱 等 （ １ 号 消 火 栓 ）  

（ １ ）ノ ズ ル は 、認 定 品 と し 、原 則 と し て 噴 霧 切 替 式 の も の と す る こ  

と 。  

（ ２ ） ホ ー ス  

ア  ホ ー ス は 、１ ５ ｍ 以 上 の も の を ２ 本 接 続 す る も の と し 、そ の

長 さ は ホ ー ス 接 続 口 か ら の 水 平 距 離 が ２ ５ ｍ の 範 囲 内 の 当 該

階 の 各 部 分 に 有 効 に 放 水 す る こ と が で き る 長 さ と す る こ と 。な

お 、「 各 部 分 に 有 効 に 放 水 す る こ と が で き る 」 と は 、間 仕 切 壁

等（ く ぐ り 戸 の な い 防 火 シ ャ ッ タ ー を 含 む 。） に よ り 放 水 で き

な い 部 分 が 生 じ な い よ う 、消 防 用 ホ ー ス を 延 長 す る 経 路 、消 防

用 ホ ー ス の 長 さ 及 び 放 水 距 離 を 考 慮 し 、有 効 に 消 火 で き る よ う

設 け る こ と を い う も の で あ る こ と【 図 １ ３ 】。こ の 場 合 の 放 水

距 離 は 、 【 表 １ 】 に よ る こ と 。 従 っ て 、 「 有 効 範 囲 内 の 部 分 」

以 外 の 部 分 に つ い て は 、原 則 と し て 屋 内 消 火 栓 を 増 設 す る 必 要

が あ る こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 表 １ 】  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  ホ ー ス は 、「 消 防 用 ホ ー ス の 技 術 上 の 規 格 を 定 め る 省 令 」（ 平

成 ２ ５ 年 総 務 省 令 第 ２ ２ 号 ）の 呼 称 ４ ０ 又 は ５ ０ に 係 る 規 定 に

適 合 し た も の で あ る こ と 。  

ウ  ホ ー ス の 両 端 に は 、 「 消 防 用 ホ ー ス に 使 用 す る 差 込 式 又 は ね

じ 式 の 結 合 金 具 及 び 消 防 用 吸 管 に 使 用 す る ね じ 式 の 結 合 金 具

の 技 術 上 の 規 格 を 定 め る 省 令 」（ 平 成 ２ ５ 年 総 務 省 令 第 ２ ３ 号 ）

の 規 定 に 適 合 し た 呼 称 ４ ０ 又 は ５ ０ の 差 込 式 結 合 金 具 を 取 り

付 け た も の で あ る こ と 。  

エ  ホ ー ス は そ の 先 端 に 筒 先 を 取 り 付 け 、か つ 、ホ ー ス 接 続 口 に

接 続 し た 状 態 で 屋 内 消 火 栓 箱 に 収 納 さ れ て い る こ と 。  

（ ３ ） 消 火 栓 開 閉 弁  

ア  消 火 栓 開 閉 弁 は 、認 定 品 又 は 告 示 第 ２ 号 に 適 合 す る と 認 め ら  

 れ る も の を 使 用 す る こ と 。  

イ  ハ ン ド ル は 、 当 該 弁 を 容 易 に 開 閉 で き る よ う に 設 け る こ と 。 

（ ４ ） 屋 内 消 火 栓 箱  

ア  屋 内 消 火 栓 箱 は 、容 易 に 視 認 で き る 共 用 部 分 で 、か つ 、最 終  

避 難 が 可 能 な 避 難 口 、 階 段 付 近 等 に 設 け る こ と 。  

イ  大 き さ は 、収 納 さ れ た 消 火 栓 開 閉 弁 の 操 作 及 び ホ ー ス の 使 用

に 際 し 、ホ ー ス の ね じ れ 、折 れ 、ひ っ か か り そ の 他 の 障 害 を 生

じ な い 大 き さ と す る こ と 。  

ウ  使 用 時 に 漏 れ た 水 を 下 部 か ら 排 水 す る こ と が で き る 排 水 口  

【 図 １ ３ 】  



等 が 設 け ら れ て い る こ と 。  

エ  扉 は 、難 燃 材 料 と し 、容 易 に 開 放 で き 、そ の 開 放 角 は １ ５ ０ °

以 上 で あ る こ と 。た だ し 、防 火 対 象 物 の 角 部 等 に 設 け る も の で

ホ ー ス の 延 長 に 支 障 と な ら な い も の に あ っ て は 、 開 放 角 を ９

０ °以 上 と す る こ と が で き る 。  

オ  屋 内 消 火 栓 箱 本 体 の 材 質 は 、 厚 さ １ .６ ｍ ｍ 以 上 の 鋼 製 又 は  

同 等 の 性 能 を 有 す る も の と す る こ と 。  

（ ５ ） 表 示  

ア  屋 内 消 火 栓 箱 の 扉 表 面 に は 、 容 易 に 識 別 で き る よ う に 「 消 火

栓 」と 表 示 す る こ と 。な お 、当 該 文 字 の 大 き さ は ５ ｃ ｍ 平 方 以

上 と す る こ と 。  

イ  屋 内 消 火 栓 箱 の 上 部（ 消 火 栓 箱 の 前 面 上 端 部 を 含 む 。）で ２ .

０ ｍ 以 下 の 範 囲 に 、赤 色 の 位 置 表 示 灯 を 規 則 第 １ ２ 条 第 １ 項 第

３ 号 ロ に よ り 設 け る こ と 。な お 、屋 内 消 火 栓 箱 を 天 井 に 設 け る

場 合 の 位 置 表 示 灯 は 、規 則 第 １ ２ 条 第 １ 項 第 ３ 号 ハ（ イ ）に よ

り 設 け る こ と 。  

ウ  屋 内 消 火 栓 箱 又 は そ の 直 近 に は 、使 用 方 法 を 表 示 す る こ と【 図

１ ４ 】 。  

 

（ １ 号 消 火 栓 の 例 ）  

 

 

 

 

              文 字 の 大 き さ は ３ ｃ ｍ 平 方 以 上  

 

 

 

 

 

エ  連 結 送 水 管 の 放 水 口 を 屋 内 消 火 栓 箱 に 併 置 す る も の に あ っ

て は 、「 消 火 栓 」の 表 示 の 下 部 に ア に 準 じ て 「 放 水 口 」と 表 示

す る こ と 【 図 １ ５ 】 。  

 

 

 

 

 

 

 

【 図 １ ４ 】  



 

 

（ １ 号 消 火 栓 の 表 示 等 の 位 置 等 の 例 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８  屋 内 消 火 栓 箱 等 （ 易 操 作 性 １ 号 消 火 栓 、 ２ 号 消 火 栓 又 は 広 範 囲 型  

２ 号 消 火 栓 ）  

（ １ ） 屋 内 消 火 栓 箱  

屋 内 消 火 栓 箱 の 設 置 位 置 に つ い て は ７ （ ４ ） ア に よ る こ と 。  

（ ２ ） 構 造 等  

日 本 消 防 検 定 協 会 の 認 定 品 と す る こ と 。  

（ ３ ） ホ ー ス  

ホ ー ス 接 続 口 か ら の 水 平 距 離 が ２ ５ ｍ（ ２ 号 消 火 栓 に あ っ て は １

５ ｍ ）の 範 囲 内 の 当 該 階 の 各 部 分 に 有 効 に 放 水 す る こ と が で き る

長 さ と す る こ と 。な お 、「 各 部 分 に 有 効 に 放 水 す る こ と が で き る 」

と は 、 ７ （ ２ ） ア に よ る こ と 。  

（ ４ ） 表 示  

表 示 は 、 ７ (５ )ア 、 イ 及 び エ に よ る こ と 。  

９  そ の 他  

一 の 防 火 対 象 物 に は 操 作 性 又 は ホ ー ス の 長 さ が 異 な る 屋 内 消 火

栓 箱 等 を 設 置 し な い こ と 。  

 

 

 

【 図 １ ５ 】  



 

      附   則  

  こ の 基 準 は 、 平 成 １ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附   則  

  こ の 基 準 は 、 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附   則  

  こ の 基 準 は 、 令 和 元 年 １ ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附   則  

  こ の 基 準 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


